
（仮称）第４次鎌倉市総合計画策定支援業務仕様書

１ 業務名 （仮称）第４次鎌倉市総合計画策定支援業務

２ 契約期間 契約締結日から令和８年（2026 年）３月 31 日まで

３ 業務の目的

本業務は、（仮称）第４次鎌倉市総合計画の基本構想及び基本計画を策定するにあたり、その支援を

行い、効果的に策定作業を進めることを目的に実施する。

４ 策定する計画の前提条件

新たな総合計画の各項目については、次の事項を前提とする。

⑴ 本業務で策定するのは、鎌倉市総合計画条例（平成 24年（2012 年）６月条例第１号）に規定する

総合計画のうち、（仮称）第４次鎌倉市総合計画として策定する基本構想及び基本計画部分とする。

⑵ 計画の期間は次のとおりとする。

ア 基本構想

５年（令和８年度（2026 年度）～令和 12 年度（2030 年度））又は９年（令和８年度(2026 年度)

～令和 16年度（2034 年度））とする。

イ 基本計画

(ｱ) 基本構想期間を５年とする場合

５年（令和８年度(2026 年度)～令和 12 年度(2030 年度)）とする。

(ｲ) 基本構想期間を９年とする場合

前期５年（令和８年度(2026 年度)～令和 12 年度(2030 年度)）及び後期４年（令和 13 年度

（2031 年度）～令和 16 年度(2034 年度)）とし、本委託業務により策定するのは前期部分のみ

とする。

５ 業務の内容

総合計画の基本構想及び基本計画の策定を効率的に進めるため、次の業務を行うものとする。なお、

業務遂行にあたっては、庁内各部署の負担軽減を考慮した手法を採用するものとする。

以降に業務内容の概要を示すが、現時点で計画の策定に必要と思われる事項を示したものであり、契

約後、発注者と受注者の協議の上で決定する。

⑴ 基礎データ等の更新及び活用

ア 人口推計等の更新

(ｱ) 本市の希望出生率に関する調査手法の提案及び調査を実施する。

(ｲ) 発注者が令和５年度(2023 年度)に実施した「令和５年度新たな鎌倉市総合計画策定支援業務」

の成果データ（以下「基礎データ等」という。）のうち、人口推計（全市、５地域、字別、世

帯類型別他）及び計画人口（以下「人口推計等」という。）について、国立社会保障・人口問

題研究所の示す「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」及び(ｱ)の調査結果を踏まえた

更新を行う。

イ ⑵以降の業務を行うにあたっては、基礎データ等（人口推計等についてはアを踏まえたものとす



る。以下同じ。）を活用するものとし、そのために必要となる基礎データ等が不十分な場合には、

適宜、必要な追加調査を行うものとする。

また、基礎データ等の結果から「人口」、「土地利用」に係る計画の基礎となる条件の整理を行い、

予測される長期的な行政課題の抽出・検討を行い、将来の社会経済動向変化による本市への影響分

析を行う。

⑵ 基本構想策定に係る提案及び原案作成

基本構想掲載内容（現総合計画における「基本理念」、「将来都市像と将来目標」、「基本構想の基礎

的な指標」、「基本構想の実現に向けて」等に相当する構成）の原案を作成する。

なお、それにあたっては、基本計画との関連付けに特に留意するものとする。

原案作成は、発注者が作成した「（仮称）第４次鎌倉市総合計画策定方針（令和５年度末作成予定。

以下「策定方針」という。）」に沿ったものとする。また、原案作成にあたっては、発注者が実施した

第３次鎌倉市総合計画の検証（総括評価）結果や後述する鎌倉市総合計画審議会の意見、市民対話型

ワークショップの結果を踏まえたものとする。

⑶ 基本計画策定に係る提案及び原案作成

ア 政策・施策の内容の原案作成支援

発注者が作成する、政策・施策体系案に位置付けられた政策・施策ごとの内容（例：現状と課題、

目標年次までの目標、取組方針、スティクホルダーとの役割等）の原案の作成支援を行う。

原案は、統一的な作成のための策定調書（様式）を用いて政策・施策の所管課が作成することと

し、受注者は策定調書、記入要領を検討・提案するとともに、所管課の調書記載内容のチェック、

修正方針の提案などを行う。また、確定した調書の内容を政策・施策の内容の原案として整理する。

なお、検討にあたっては、以下の事項に留意することとする。

(ｱ) 基本構想との関連付けに特に留意するとともに、市が作成した策定方針に沿ったものとする。

(ｲ) 発注者が実施した第３次鎌倉市総合計画の検証（総括評価）結果や後述する鎌倉市総合計画

審議会の意見、市民対話型ワークショップの結果を踏まえたものとする。

(ｳ) 既存の市個別計画と整合が図られたものとする。

イ リーディングプロジェクトの提案及び原案作成

アで作成した政策・施策の原案中から、基本構想の目標年次までに特に注力する施策であるリー

ディングプロジェクトの提案（抽出の経緯なども含む）を行うとともに、リーディングプロジェク

トとして示すべき掲載内容の原案作成を行う。

ウ SDGs との関連の提案及び原案作成

アで作成した政策・施策と SDGs との関連を明らかにする手法の提案及び原案作成を行う。

⑷ 市民対話型ワークショップの実施支援

計画の策定過程において、市民意見を広く聴取するために発注者が企画した市民を対象とした対

話型のワークショップの運営に関して、発注者と十分に調整した上で、次のとおり支援を行う。

なお、開催回数は令和６年(2024 年)４月から令和６年(2024 年)８月までの期間を目途に最大６回

を予定する。

ア ファシリテートを含む実施支援

イ 資料作成



ウ 結果のまとめ（各回ワークショップの結果を含む）及び報告書作成

⑸ 若年層市職員総合計画検討会の実施支援

計画の策定過程において、市職員の総合計画に対する意識醸成を図るために発注者が企画した、市

の若年層の職員を対象とした検討会（ワークショップ形式）の運営に関して、発注者と十分に調整し

た上で、次のとおり支援を行う。

なお、開催回数は令和６年(2024 年)４月から令和６年(2024 年)８月までの期間を目途に最大３回

を予定する。

ア ファシリテートを含む実施支援

イ 資料作成

ウ 結果のまとめ（各回検討会の結果を含む）及び報告書作成

⑹ 鎌倉市総合計画審議会及び鎌倉市民評価委員会の運営支援

鎌倉市総合計画審議会と鎌倉市民評価委員会（以下「会議等」という。）の運営に関して、次のと

おり支援を行う。

会議等は両会議を合わせて、令和６年度(2024 年度)は最大６回、令和７年度(2025 年度)は最大６

回を予定する。

なお、会議等に使用する会議室は発注者にて準備することとする。

ア 会議等の議事等に関するアドバイス

イ 会議等の資料作成に当たって必要となる各種データ等の提出

ウ 会議等の会議録作成

⑺ 新総合計画評価手法の提案

現在、国の政策評価について、「意思決定に使える評価」に変えるための政策評価制度の見直しが

行われている。そこで、国の見直しと歩調を合わせ、政策評価としての機能を発揮する評価制度とな

る新総合計画の評価制度の提案を行う。

⑻ パブリックコメントの実施支援

発注者が実施するパブリックコメントに関して、必要な支援を行う。

⑼ 総合計画市民説明会の実施支援

新たな総合計画を広く市民に周知するため、発注者と十分に調整した上で市民を対象とした説明

会の運営に関して支援を行う。

説明会は、令和６年度(2024 年度)及び令和７年度(2025 年度)を通じて３回を予定する。

⑽ 総合計画書案及び計画案概要版の原稿作成

ア 総合計画書案は、わかりやすく見やすい全体構成とし、記載項目についても章立て・項立てを工

夫し作成する。

イ 計画案概要版は、総合計画書案の内容を十分に要約する記載項目とし、構成についても既成概念

にとらわれない工夫をし、作成する。



６ スケジュール

業務のスケジュールの詳細については、受注者が作成し、発注者と協議の上決定するものとする。

また、受注者は、スケジュールの進捗管理を行い、発注者の求めに応じ、随時進捗状況を報告するも

のとする。

７ 提出成果品

本業務において作成する書類及び納期限は以下のとおりとする。

※成果物は印刷物での納品の他、電子データで納入すること。データは直接印刷が可能な解像度の完成

原稿の形（PDF）及び編集が可能である形式（Microsoft Word、Excel、又は PowerPoint 形式）で CD-

R 等の保存媒体で納入すること。

８ 成果物提出場所

鎌倉市共生共創部企画課

鎌倉市御成町 18 番 10 号 鎌倉市役所本庁舎２階

９ 留意事項

⑴ 守秘義務

受注者は、本業務を通じて知りえた秘密を第三者に漏えいすること並びに資料及びデータの紛失、

滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講ずること。また、本業務のデータ等の使用・保

存・処分等にあたっては、秘密の保持に十分配慮するとともに、発注者の指示に従うこと。受注者は、

発注者より廃棄の指示を受けた時は、速やかに本業務のデータ等の内容を破棄し、その処理経過は書

面をもって、発注者へ報告すること。

⑵ 個人情報の取り扱い

受注者は、本業務に関連した個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第 57 号）を遵守するとともに、別紙「個人情報取扱留意事項」に基づき、適切な措置を講

じること。

⑶ 身分証明書の携行等

受注者の作業従事者は、本市の施設内及び本業務に関して立ち入りが必要となる本市以外の施設

内では、常に身分証明書を携行すること。また、本市施設内においては、発注者が許可しない限り、

作業上必要でない場所へ無断で立ち入らないこと。

成果物 数量 納期限

１ 総合計画書素案(Ａ４判) 30 部 令和６年(2024 年)12 月 27 日(金)

２ 総合計画書案(Ａ４判) 30 部

令和７年(2025 年)６月 27 日(金)３ 総合計画書案概要版(Ａ４判) 30 部

４ 人口推計(Ａ４番) 30 部

５ 各種会議資料(Ａ４判) 都度協議 随時

６ 各種会議議事録(Ａ４判) 10 部 会議開催から２週間以内



⑷ 疑義の解消等

業務の実施にあたって必要な事項のうち、本書で明記の無い点若しくは疑義が生じた場合、又はこ

れに係る変更を行う場合には、必ず発注者と協議し承認を得ること。

⑸ 成果物に係る留意事項

本業務成果物については、意味不明、不完全又は曖昧な表現の記述をしないように留意し、専門的

又は特殊な法律・技術用語については用語解説又は注釈を付記すること。

また、成果物の納入後、発注者が実施する成果物検査の結果、本仕様書記載の内容と著しく異なる

又は不足する場合は、受注者の責任において関連する項目を精査し、当該個所の修正又は追加を行う

こと。

また、発注者は、本業務の報告書等の成果物の一部又は全部をホームページに掲載することができ

るものとする。受注者は、この点を念頭に置いて成果物を作成すること。

⑹ 著作権等

成果品の所有権、著作権、利用権は発注者に帰属するものとする。

また、受注者は、委託業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権（著作権、意匠権、商標権等）、

プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しないこと。

⑺ その他

仕様の一部に変更等があった場合には、仕様変更部分や影響範囲について発注者と受注者間で協

議し、変更部分の文書、ドキュメントの整備を行うほか、必要に応じて契約内容を変更することとす

る。



個人情報取扱注意事項 別紙

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）

第１ 受注者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の

権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

（秘密の保持）

第２ 受注者は、役務による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはなら

ない。

２ 受注者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、

他に漏らさないようにしなければならない。

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

（複写、複製の禁止）

第３ 受注者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報が記

録された資料等を、発注者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。

（目的外使用の禁止）

第４ 受注者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報を目

的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

（資料等の返還）

第５ 受注者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報が記

録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示し

たときは、その方法によるものとする。

（事故の場合の措置）

第６ 受注者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知

ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

（契約解除及び損害賠償）

第７ 発注者は、受注者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができる。


